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(57)【要約】
【課題】携帯端末を利用して料金の支払いを行う場合に
、携帯端末の授受を行うことなく、請求された料金を被
請求者以外の者が被請求者に代わって料金を収納できる
料金収納システムを提供する。
【解決手段】請求サーバ８０は、支払者端末９０に支払
権限の変更承認を問い合わせる変更承認問合部８３を含
む。被請求者端末７０は、支払権限を支払者に変更する
要求を請求サーバ８０に行う権限変更要求部７１を含む
。支払者端末９０は、変更承認の問い合わせに対する承
認諾否を請求サーバ８０に送信する承認諾否送信部９１
を含む。請求サーバ８０の権限設定部８４は、変更承認
についての承諾を受信した場合に、その承諾を送信した
支払者端末９０を利用する支払者を請求情報に関連付け
て請求情報記憶部８１に設定し、請求サーバ８０の請求
情報送信部８２は、請求情報記憶部８１に設定された支
払権限を有する支払者の支払者端末９０に請求情報を送
信する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被請求者が利用する携帯端末である被請求者端末と、
　前記被請求者端末に請求情報を送信する請求サーバと、
　支払者が利用する携帯端末である支払者端末とを備え、
　前記請求サーバは、
　請求情報に被請求者および支払権限を有する支払者を関連付けて記憶する請求情報記憶
部と、
　前記被請求者端末または前記支払者端末に請求情報を送信する請求情報送信部と、
　前記支払者端末に、請求情報が示す料金の支払権限の変更承認を問い合わせる変更承認
問合部と、
　前記支払権限を請求情報に関連付けて前記請求情報記憶部に設定する権限設定部とを含
み、
　前記被請求者端末は、
　受信した請求情報が示す料金の支払権限を前記支払者に変更する要求を前記請求サーバ
に行う権限変更要求部を含み、
　前記支払者端末は、
　前記変更承認の問い合わせに対する承認諾否を前記請求サーバに送信する承認諾否送信
部と、
　料金の支払先装置が認識可能な態様で、受信した請求情報を出力する請求情報出力部と
を含み、
　前記請求サーバの権限設定部は、前記変更承認についての承諾を受信した場合に、当該
承諾を送信した支払者端末を利用する支払者を請求情報に関連付けて前記請求情報記憶部
に設定し、
　前記請求サーバの請求情報送信部は、前記請求情報記憶部に設定された支払権限を有す
る支払者の支払者端末に請求情報を送信する
　ことを特徴とする料金収納システム。
【請求項２】
　請求サーバは、料金の支払権限を設定可能な権限グループを記憶するグループ記憶部を
含み、
　支払者端末は、被請求者の前記権限グループへの支払者の参加要求を被請求者端末へ行
うグループ参加処理部を含み、
　被請求者端末は、前記参加要求に対する招待情報を前記支払者端末に返信するグループ
参加確認部を含み、
　支払者端末のグループ参加処理部は、前記招待情報に基づく権限グループへの参加通知
を請求サーバに行い、
　請求サーバの権限設定部は、前記参加通知に基づいて前記支払者を被請求者の権限グル
ープに追加し、
　請求サーバの変更承認問合部は、支払権限の変更要求で指定される支払者が被請求者の
権限グループに含まれる場合に、当該支払者の支払者端末に変更承認を問い合わせる
　請求項１記載の料金収納システム。
【請求項３】
　支払者端末のグループ参加処理部は、被請求者端末への参加要求と請求サーバへの参加
通知とが異なる手段で実現される
　請求項２記載の料金収納システム。
【請求項４】
　請求サーバは、支払先装置から受信する支払完了通知に応じて、被請求者端末および支
払者端末の少なくとも一方または両方に、支払結果を通知する支払通知部を含む
　請求項１から請求項３のうちのいずれか１項に記載の料金収納システム。
【請求項５】
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　被請求者端末は、請求サーバから送信された請求情報の一覧を選択可能に表示する表示
部を含み、
　被請求者端末の権限変更要求部は、前記表示部に表示された請求情報の選択に応じて、
選択された請求情報が示す料金の支払権限を支払者に変更する要求を請求サーバに行う
　請求項１から請求項４のうちのいずれか１項に記載の料金収納システム。
【請求項６】
　請求サーバの権限設定部は、料金の支払者を請求情報記憶部に設定した後、当該料金の
支払権限の変更を被請求者端末に通知し、
　被請求者端末の表示部は、請求情報と共に支払者の識別情報を表示する
　請求項５記載の料金収納システム。
【請求項７】
　被請求者端末は、被請求者の権限グループの作成を請求サーバに依頼するグループ作成
依頼部を含み、
　請求サーバの権限設定部は、前記依頼に基づいて作成した権限グループをグループ記憶
部に登録する
　請求項２記載の料金収納システム。
【請求項８】
　被請求者が利用する携帯端末である被請求者端末および支払者が利用する携帯端末であ
る支払者端末に請求情報を送信する請求サーバであって、
　請求情報に被請求者および支払権限を有する支払者を関連付けて記憶する請求情報記憶
部と、
　前記被請求者端末または前記支払者端末に請求情報を送信する請求情報送信部と、
　前記被請求者端末から、当該被請求者端末が受信した請求情報が示す料金の支払権限を
前記支払者に変更する要求を受信して、前記支払者端末に当該請求情報が示す料金の支払
権限の変更承認を問い合わせる変更承認問合部と、
　前記支払権限を請求情報に関連付けて前記請求情報記憶部に設定する権限設定部とを備
え、
　前記権限設定部は、前記変更承認についての承諾を前記支払者端末から受信した場合に
、当該承諾を送信した支払者端末を利用する支払者を請求情報に関連付けて前記請求情報
記憶部に設定し、
　前記請求情報送信部は、前記請求情報記憶部に設定された支払権限を有する支払者の支
払者端末に請求情報を送信する
　ことを特徴とする請求サーバ。
【請求項９】
　請求サーバが、被請求者が利用する携帯端末である被請求者端末に請求情報を送信し、
　前記被請求者端末が、受信した請求情報が示す料金の支払権限を支払者に変更する要求
を前記請求サーバに行い、
　前記請求サーバが、前記支払者が利用する携帯端末である支払者端末に、請求情報が示
す料金の支払権限の変更承認を問い合わせ、
　前記支払者端末が、前記変更承認の問い合わせに対する承認諾否を前記請求サーバに送
信し、
　前記請求サーバが、前記変更承認についての承諾を受信した場合に、当該承諾を送信し
た支払者端末を利用する支払者を、請求情報および前記被請求者に関連付けて請求情報記
憶部に設定し、
　前記請求サーバが、前記請求情報記憶部に設定された支払権限を有する支払者の支払者
端末に請求情報を送信し、
　前記支払者端末が、料金の支払先装置が認識可能な態様で、受信した請求情報を出力す
る
　ことを特徴とする料金収納方法。
【請求項１０】



(4) JP 2016-200905 A 2016.12.1

10

20

30

40

50

　請求サーバが、料金の支払権限を設定可能な権限グループを保持し、
　支払者端末が、被請求者の前記権限グループへの支払者の参加要求を被請求者端末へ行
い、
　被請求者端末が、前記参加要求に対する招待情報を前記支払者端末に返信し、
　支払者端末が、前記招待情報に基づく前記権限グループへの参加通知を請求サーバに行
い、
　請求サーバが、前記参加通知に基づいて前記支払者を被請求者の権限グループに追加し
、
　請求サーバが、支払権限の変更要求で指定される支払者が被請求者の権限グループに含
まれる場合に、当該支払者の支払者端末に変更承認を問い合わせる
　請求項９記載の料金収納方法。
【請求項１１】
　被請求者が利用する携帯端末である被請求者端末および支払者が利用する携帯端末であ
る支払者端末に請求情報を送信することにより料金を請求する請求方法であって、
　前記被請求者端末に請求情報を送信し、
　前記被請求者端末から、当該被請求者端末が受信した請求情報が示す料金の支払権限を
前記支払者に変更する要求を受信して、前記支払者端末に当該請求情報が示す料金の支払
権限の変更承認を問い合わせ、
　前記変更承認についての承諾を前記支払者端末から受信した場合に、請求情報に被請求
者および支払権限を有する支払者を関連付けて記憶する請求情報記憶部に対して、当該承
諾を送信した支払者端末を利用する支払者を請求情報に関連付けて設定し、
　前記請求情報記憶部に設定された支払権限を有する支払者の支払者端末に請求情報を送
信する
　ことを特徴とする請求方法。
【請求項１２】
　被請求者が利用する携帯端末である被請求者端末および支払者が利用する携帯端末であ
る支払者端末に請求情報を送信するコンピュータに適用される請求用プログラムであって
、
　前記コンピュータに、
　前記被請求者端末に請求情報を送信する第一請求情報送信処理、
　前記被請求者端末から、当該被請求者端末が受信した請求情報が示す料金の支払権限を
前記支払者に変更する要求を受信して、前記支払者端末に当該請求情報が示す料金の支払
権限の変更承認を問い合わせる変更承認問合処理、
　前記変更承認についての承諾を前記支払者端末から受信した場合に、請求情報に被請求
者および支払権限を有する支払者を関連付けて記憶する請求情報記憶部に対して、当該承
諾を送信した支払者端末を利用する支払者を請求情報に関連付けて設定する権限設定処理
、および、
　前記請求情報記憶部に設定された支払権限を有する支払者の支払者端末に請求情報を送
信する第二請求情報送信処理
　を実行させるための請求用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末を利用して料金の収納を行う料金収納システムおよび料金収納方法
並びに、料金の収納に用いられる請求サーバ、請求方法および請求用プログラムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　公共料金や通信販売などの代金回収をコンビニエンスストアのような店舗に委託する収
納代行が一般に行われている。各種料金の支払いを請求する事業者が請求内容を印刷した
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払込票を生活者（エンドユーザ）に郵送すると、生活者は、受け取った払込票をコンビニ
エンスストアなどの収納代行業者に持参し、請求された料金の支払いを行う。料金の支払
いを受けた収納代行業者は、収納代金および払込票の控えなどの収納情報を事業者に送付
する。
【０００３】
　一方、払込票の印刷や郵送には多くの時間や労力を要するため、近年では、ペーパーレ
スで代金回収を行う方法も提案されている。特許文献１には、支払／収納等を簡便に行う
システムが記載されている。特許文献１に記載されたシステムでは、通信センターサーバ
が、収納元サーバから携帯電話のユーザに対する請求書情報が送られてくると、その請求
書情報を２次元バーコードに変換して、ユーザの携帯電話に送信する。そして、その通信
センターサーバは、携帯電話に提示された２次元バーコードを読み取ったＰＯＳ（Point 
of sale ）レジから料金受領通知を受けると、対応する収納サーバにその通知を送信する
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２４８７８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載されたシステムでは、通信センターサーバが収納元サーバから請求書
情報を受信すると、その請求書情報と請求先ユーザの携帯電話番号や機体番号をリンク付
けて管理する。したがって、請求書情報を含む２次元バーコードは、請求先ユーザの携帯
電話機に送信される。
【０００６】
　払込票を利用した収納方法であれば、被請求者が自分以外の誰かに支払いを依頼する場
合、その払込票を依頼人に手渡せばよい。しかし、携帯電話機は、通常個人が常に所有す
るものである。そのため、請求書情報を受信した携帯電話機を依頼者に渡して支払いを依
頼することは、現実的には難しい。
【０００７】
　そこで、本発明は、携帯端末を利用して料金の支払いを行う場合に、携帯端末の授受を
行うことなく、請求された料金を被請求者以外の者が被請求者に代わって料金を収納でき
る料金収納システムおよび料金収納方法、並びに、料金の収納に用いられる請求サーバ、
請求方法および請求用プログラムを提供することを目的とする。
【０００８】
　本発明による料金収納システムは、被請求者が利用する携帯端末である被請求者端末と
、被請求者端末に請求情報を送信する請求サーバと、支払者が利用する携帯端末である支
払者端末とを備え、請求サーバが、請求情報に被請求者および支払権限を有する支払者を
関連付けて記憶する請求情報記憶部と、被請求者端末または支払者端末に請求情報を送信
する請求情報送信部と、支払者端末に、請求情報が示す料金の支払権限の変更承認を問い
合わせる変更承認問合部と、支払権限を請求情報に関連付けて請求情報記憶部に設定する
権限設定部とを含み、被請求者端末が、受信した請求情報が示す料金の支払権限を支払者
に変更する要求を請求サーバに行う権限変更要求部を含み、支払者端末が、変更承認の問
い合わせに対する承認諾否を請求サーバに送信する承認諾否送信部と、料金の支払先装置
が認識可能な態様で、受信した請求情報を出力する請求情報出力部とを含み、請求サーバ
の権限設定部が、変更承認についての承諾を受信した場合に、その承諾を送信した支払者
端末を利用する支払者を請求情報に関連付けて請求情報記憶部に設定し、請求サーバの請
求情報送信部が、請求情報記憶部に設定された支払権限を有する支払者の支払者端末に請
求情報を送信することを特徴とする。
【０００９】
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　本発明による請求サーバは、被請求者が利用する携帯端末である被請求者端末および支
払者が利用する携帯端末である支払者端末に請求情報を送信する請求サーバであって、請
求情報に被請求者および支払権限を有する支払者を関連付けて記憶する請求情報記憶部と
、被請求者端末または支払者端末に請求情報を送信する請求情報送信部と、被請求者端末
から、その被請求者端末が受信した請求情報が示す料金の支払権限を支払者に変更する要
求を受信して、支払者端末にその請求情報が示す料金の支払権限の変更承認を問い合わせ
る変更承認問合部と、支払権限を請求情報に関連付けて請求情報記憶部に設定する権限設
定部とを備え、権限設定部が、変更承認についての承諾を支払者端末から受信した場合に
、その承諾を送信した支払者端末を利用する支払者を請求情報に関連付けて請求情報記憶
部に設定し、請求情報送信部が、請求情報記憶部に設定された支払権限を有する支払者の
支払者端末に請求情報を送信することを特徴とする。
【００１０】
　本発明による料金収納方法は、請求サーバが、被請求者が利用する携帯端末である被請
求者端末に請求情報を送信し、被請求者端末が、受信した請求情報が示す料金の支払権限
を支払者に変更する要求を請求サーバに行い、請求サーバが、支払者が利用する携帯端末
である支払者端末に、請求情報が示す料金の支払権限の変更承認を問い合わせ、支払者端
末が、変更承認の問い合わせに対する承認諾否を請求サーバに送信し、請求サーバが、変
更承認についての承諾を受信した場合に、その承諾を送信した支払者端末を利用する支払
者を、請求情報および被請求者に関連付けて請求情報記憶部に設定し、請求サーバが、請
求情報記憶部に設定された支払権限を有する支払者の支払者端末に請求情報を送信し、支
払者端末が、料金の支払先装置が認識可能な態様で、受信した請求情報を出力することを
特徴とする。
【００１１】
　本発明による請求方法は、被請求者が利用する携帯端末である被請求者端末および支払
者が利用する携帯端末である支払者端末に請求情報を送信することにより料金を請求する
請求方法であって、被請求者端末に請求情報を送信し、被請求者端末から、その被請求者
端末が受信した請求情報が示す料金の支払権限を支払者に変更する要求を受信して、支払
者端末にその請求情報が示す料金の支払権限の変更承認を問い合わせ、変更承認について
の承諾を支払者端末から受信した場合に、請求情報に被請求者および支払権限を有する支
払者を関連付けて記憶する請求情報記憶部に対して、その承諾を送信した支払者端末を利
用する支払者を請求情報に関連付けて設定し、請求情報記憶部に設定された支払権限を有
する支払者の支払者端末に請求情報を送信することを特徴とする。
【００１２】
　本発明による請求用プログラムは、被請求者が利用する携帯端末である被請求者端末お
よび支払者が利用する携帯端末である支払者端末に請求情報を送信するコンピュータに適
用される請求用プログラムであって、コンピュータに、被請求者端末に請求情報を送信す
る第一請求情報送信処理、被請求者端末から、その被請求者端末が受信した請求情報が示
す料金の支払権限を支払者に変更する要求を受信して、支払者端末にその請求情報が示す
料金の支払権限の変更承認を問い合わせる変更承認問合処理、変更承認についての承諾を
支払者端末から受信した場合に、請求情報に被請求者および支払権限を有する支払者を関
連付けて記憶する請求情報記憶部に対して、その承諾を送信した支払者端末を利用する支
払者を請求情報に関連付けて設定する権限設定処理、および、請求情報記憶部に設定され
た支払権限を有する支払者の支払者端末に請求情報を送信する第二請求情報送信処理を実
行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、携帯端末を利用して料金の支払いを行う場合に、携帯端末の授受を行
うことなく、請求された料金を被請求者以外の者が被請求者に代わって料金を収納できる
。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
【図１】本発明による料金収納システムの一実施形態を示すブロック図である。
【図２】記憶部が記憶する情報の例を示す説明図である。
【図３】支払権限の変更および取消を行う画面の例を示す説明図である。
【図４】料金収納システムの動作例を示すフローチャートである。
【図５】権限グループにメンバーを招待する処理の例を示す説明図である。
【図６】代理支払を行うための処理の例を示す説明図である。
【図７】本発明の料金収納システムの概要を示すブロック図である。
【図８】本発明の料金収納システムの概要を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。本実施形態では、請求情報が示す
料金の支払権限を有する者が収納業者（収納代行業者）に支払いを行うことができるもの
とする。初期段階では、請求事業者からの請求は、被請求者に対して行われる。その後、
被請求者から指定されたユーザに支払権限が設定されることで、被請求者に請求された料
金の支払いを、指定されたユーザが代理で行えるようになる。
【００１６】
　図１は、本発明による料金収納システムの一実施形態を示すブロック図である。本実施
形態の料金収納システムは、請求サーバ１０と、被請求者端末２０と、支払者端末３０と
を備えている。請求サーバ１０と、被請求者端末２０と、支払者端末３０とは、例えば、
無線通信網を介して相互に接続される。
【００１７】
　請求サーバ１０は、電気会社やＥＣ（電子商取引：electronic commerce ）を行う業者
など、請求事業者が利用する事業者サーバ５０から請求情報を受信する。また、請求サー
バ１０は、店舗に設置されたＰＯＳ端末などの支払先装置４０から収納情報を受信し、事
業者サーバ５０に通知する。請求サーバ１０は、支払先装置４０および事業者サーバ５０
と通信ネットワーク網を介して相互に接続される。
【００１８】
　ここで、請求情報は、請求金額や内訳などを示す請求内容、被請求者、支払期限などを
含む情報である。また、請求情報は、収納可能な業者等を識別する情報を含んでいてもよ
い。請求情報は、例えば、請求ＩＤを用いて一意に識別される。また、収納情報は、請求
情報が示す料金の受領完了や、収納日時、収納先などを含む情報である。
【００１９】
　被請求者端末２０は、請求事業者から料金の支払いを請求されるユーザ（被請求者）が
利用する携帯端末である。通常、請求サーバ１０は、請求事業者からの要求に応じて、被
請求者端末２０に請求情報を送信することにより料金を請求する。また、支払者端末３０
は、収納業者（支払先装置４０）に対して実際に料金を支払うユーザ（支払者）が利用す
る携帯端末である。本実施形態において、支払者は、被請求者に請求された料金の支払い
を代理で行う者である。上述するように、支払者は、請求情報に対する支払権限が設定さ
れると、その請求情報が示す料金の支払いが可能になる。
【００２０】
　また、本実施形態では、被請求者端末２０と支払者端末３０の機能をそれぞれ分けて説
明しているが、被請求者端末２０と支払者端末３０が互いの機能を備えていてもよい。
【００２１】
　請求サーバ１０は、記憶部１１と、請求情報送信部１２と、権限設定部１３と、支払通
知部１４とを含む。
【００２２】
　記憶部１１は、請求事業者からの請求情報を記憶する。具体的には、記憶部１１は、請
求情報に被請求者および支払権限を有する支払者を関連付けて記憶する。実質的には、請
求情報に関連付けられた支払者が、その請求情報が示す料金の支払権限を有する者である
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。
【００２３】
　また、記憶部１１は、被請求者によって料金の支払権限を設定可能な支払者のグループ
（以下、権限グループと記す。）を記憶する。本実施形態では、権限グループは、１人以
上のユーザを含み、グループ管理者（本実施形態では被請求者）が権限グループ内のユー
ザに対して支払権限の設定ができるものとする。なお、権限グループは１つに限定されず
、また、１人のユーザが複数の権限グループに属していてもよい。支払権限の設定、権限
グループの作成および権限グループ内のユーザの設定は、後述する権限設定部１３によっ
て行われる。なお、セキュリティの観点から、権限グループ内のユーザ数に一定の上限（
例えば、１０名など）を設けることが好ましい。
【００２４】
　図２は、記憶部１１が記憶する情報の例を示す説明図である。図２にでは、記憶部１１
が、ユーザマスタＭ１、ユーザ－グループマスタＭ２、グループマスタＭ３および請求情
報Ｂ１，Ｂ２を記憶している例を示している。ユーザマスタＭ１は、各ユーザを識別子で
あるユーザＩＤと対応付けたマスタである。グループマスタＭ３は、各権限グループを識
別子であるグループＩＤと対応付けたマスタである。ユーザ－グループマスタＭ２は、各
ユーザが所属する権限グループを示すマスタであり、ユーザＩＤおよびグループＩＤで権
限グループの所属関係を表わす。
【００２５】
　また、請求情報Ｂ１，Ｂ２は、被請求者のユーザＩＤを請求情報の識別子である請求Ｉ
Ｄに関連付けた情報である。また、支払者が設定されている場合、請求情報Ｂ１，Ｂ２は
、その請求の支払者のユーザＩＤおよび権限グループを示すグループＩＤを請求ＩＤに関
連付けた情報である。また、図２に示す例では、権限グループに支払者が属していること
を示すグループフラグも請求情報に対応付けられる。
【００２６】
　また、記憶部１１は、被請求者または支払者が利用する携帯端末（すなわち、被請求者
端末２０、支払者端末３０）の送信先を特定する情報を記憶する。この情報は、管理者等
により予め記憶部１１に設定される。
【００２７】
　請求情報送信部１２は、被請求者端末２０または支払者端末３０に請求情報を送信する
。請求情報送信部１２が請求情報を送信するタイミングは任意である。請求情報送信部１
２は、例えば、事業者サーバ５０から請求情報を受信したときに、被請求者端末２０に請
求情報を送信してもよく、支払者に支払権限が設定されたタイミングで、支払者端末３０
に請求情報を送信してもよい。また、請求情報送信部１２は、スケジュールに基づいて一
括で各被請求者端末２０および各支払者端末３０に請求情報を送信してもよい。
【００２８】
　権限設定部１３は、権限グループを作成して記憶部１１に登録する。権限グループの作
成は、後述する被請求者端末２０から依頼される。なお、管理者が、予めユーザごとに権
限グループを作成して記憶部１１に登録しておいてもよい。
【００２９】
　また、権限設定部１３は、指定された権限グループへの参加通知を被請求者端末２０か
ら受信すると、その参加通知に基づいて、参加通知を行ったユーザを指定された権限グル
ープに追加する。本実施形態では、権限設定部１３は、参加通知に基づいて、支払者とな
るユーザを、支払権限の変更を依頼した被請求者のグループに追加する。
【００３０】
　また、権限設定部１３は、請求情報が示す料金の支払権限を記憶部１１に設定する。具
体的には、権限設定部１３は、後述する被請求者端末２０から支払権限の変更要求を受け
ると、支払権限の変更要求で指定される支払者が被請求者の権限グループに含まれるか否
か判断する。支払者が権限グループに含まれない場合、権限設定部１３は、支払権限の変
更処理を行わず、例えば、被請求者端末２０にその旨を返信してもよい。



(9) JP 2016-200905 A 2016.12.1

10

20

30

40

50

【００３１】
　支払者が権限グループに含まれる場合、権限設定部１３は、変更要求で指定された支払
者が利用する支払者端末３０に、請求情報が示す料金の支払権限の変更承認を問い合わせ
る。そして、支払者端末３０から変更承認についての承諾を受信した場合に、権限設定部
１３は、その承諾を送信した支払者端末３０を利用する支払者を、請求情報に関連付けて
記憶部１１に設定する。このようにすることで、請求情報送信部１２が、記憶部１１に記
憶された支払権限を有する支払者の支払者端末３０に請求情報を送信できる。
【００３２】
　また、本実施形態では、権限設定部１３が、被請求者の権限グループ内に支払者が含ま
れる場合に、その支払者が利用する支払者端末３０に請求情報が示す料金の支払権限の変
更承認を問い合わせる。このようにすることで、権限グループに含まれない支払者が、誤
って料金を支払ってしまうことを抑制できる。
【００３３】
　また、権限設定部１３は、料金の支払者を記憶部１１に設定した後、その料金の支払権
限の変更を被請求者端末２０に通知してもよい。このようにすることで、被請求者は、支
払権限の変更が適切に行われたことを把握でき、また、被請求者端末２０が、自身の機能
を適切に制御できる。
【００３４】
　支払通知部１４は、支払先装置４０から受信する支払完了通知に応じて、請求情報に対
する支払結果を通知する。具体的には、支払通知部１４は、被請求者端末２０（領収情報
）および支払者端末３０（支払完了通知）の少なくとも一方または両方に、支払結果を通
知する。また、支払通知部１４は、支払結果を収納情報として事業者サーバ５０に通知し
てもよい。
【００３５】
　本実施形態では、記憶部１１が請求情報に被請求者および支払者を関連付けて記憶する
。そのため、支払権限を変更した後も、請求情報に基づいて被請求者および支払者のいず
れも特定可能である。そのため、被請求者および支払者のいずれにも支払結果を通知する
ことが可能になる。例えば、被請求者は、実際に事業者から料金を請求された者である。
そのため、支払通知部１４は、電子領収書を被請求者端末２０に送信し、支払完了通知を
支払者端末３０に送信してもよい。
【００３６】
　請求情報送信部１２と、権限設定部１３と、支払通知部１４とは、プログラム（請求用
プログラム）に従って動作するコンピュータのＣＰＵによって実現される。例えば、プロ
グラムは、請求サーバ１０の記憶部１１に記憶され、ＣＰＵは、そのプログラムを読み込
み、プログラムに従って、請求情報送信部１２、権限設定部１３および支払通知部１４と
して動作してもよい。
【００３７】
　また、請求情報送信部１２と、権限設定部１３と、支払通知部１４とは、それぞれが専
用のハードウェアで実現されていてもよい。また、記憶部１１は、例えば、磁気ディスク
装置等により実現される。
【００３８】
　被請求者端末２０は、出力部２１と、権限変更要求部２２と、グループ作成依頼部２３
と、グループ参加確認部２４と、共通認識情報記憶部２５とを含む。
【００３９】
　出力部２１は、被請求者の操作に必要な画面や、請求情報の内容を示す画面を表示する
。出力部２１は、例えば、料金の支払先装置４０が認識可能な態様で請求情報を出力して
もよい。なお、出力部２１が出力する具体的な内容は後述される。
【００４０】
　権限変更要求部２２は、受信した請求情報が示す料金の支払権限を支払者に変更するた
めの要求を請求サーバ１０に行う。具体的には、権限変更要求部２２は、請求情報および
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その請求に対する支払権限を設定する支払者を指定して、支払権限の変更要求を請求サー
バ１０に行う。
【００４１】
　上述するように、支払権限を設定可能なユーザは、被請求人の権限グループに含まれる
ユーザである。そこで、権限変更要求部２２は、権限グループ内のユーザを予め請求サー
バ１０に問い合わせておき、取得した権限グループ内のユーザを指定して、支払権限の変
更要求を請求サーバ１０に行ってもよい。
【００４２】
　また、重複して料金が支払われることを抑制するため、支払権限を設定可能な請求情報
は、支払権限の変更が行われていない請求情報に限られる。そこで、権限変更要求部２２
は、支払権限の変更を行っていない請求情報のみを指定して、支払権限の変更要求を請求
サーバ１０に行ってもよい。
【００４３】
　さらに、一度行った支払権限の変更を取り消すため、権限変更要求部２２は、支払権限
の変更を行った請求情報のみを指定して、支払権限の変更の取消要求を請求サーバ１０に
行ってもよい。なお、支払権限の変更の取消しは、支払者による料金の支払いが行われて
いない請求情報に限られる。
【００４４】
　権限変更要求部２２は、支払権限の変更および取消をする制御を出力部２１と連携して
行ってもよい。図３は、支払権限の変更および取消を行う画面の例を示す説明図である。
　
【００４５】
　図３の画面Ｓ１に例示するように、出力部２１は、請求サーバ１０から送信された請求
情報の一覧を選択可能に表示する。被請求者によって請求情報の一つが選択されると、出
力部２１は、支払先装置４０が認識可能な態様で、選択された請求情報を表示する。出力
部２１は、例えば、図３の画面Ｓ２に例示するように、請求情報をバーコードで表示して
もよい。また、出力部２１は、バーコード以外にも、請求内容や請求額、支払先などを併
せて表示してもよい。
【００４６】
　また、権限変更要求部２２は、出力部２１に表示された請求情報に対する支払権限の変
更要求を請求サーバ１０に行う。権限変更要求部２２は、例えば、図３に例示する画面Ｓ
１のような一覧表示画面から支払権限を変更する請求情報を特定してもよく、図３の画面
Ｓ２に例示するように、個別の情報を表示した画面から請求情報を特定してもよい。
【００４７】
　支払権限を変更する請求情報が特定されると、出力部２１は、支払権限の変更が可能な
支払者を表示する。出力部２１は、請求サーバに１０に権限グループおよび権限グループ
内のユーザを問い合わせ、その問い合わせ結果を表示してもよい。出力部２１は、例えば
、図２に例示する代理ボタン５１が押下されると、図３の画面Ｓ３に例示するように、支
払者を一覧で表示してもよい。
【００４８】
　被請求者によって支払者が特定されると、権限変更要求部２２は、請求情報およびその
請求に対する支払権限を設定する支払者を指定して、支払権限の変更要求を請求サーバ１
０に行う。
【００４９】
　その後、支払者端末３０によって支払権限の変更が承諾されると、請求サーバ１０の権
限設定部１３が、料金の支払者を記憶部１１に設定し、その料金の支払権限の変更を被請
求者端末２０に通知する。出力部２１は、請求サーバ１０からの通知を受け、支払権限が
変更されたことを認識できる態様で請求情報を表示する。
【００５０】
　出力部２１は、例えば、図３の画面Ｓ４に例示するように、一覧表示された請求情報の
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うち、支払権限が変更された請求情報に支払者の識別情報（例えば、名前）を表示しても
よい。また、この請求情報が選択された場合、出力部２１は、例えば、図３の画面Ｓ５に
例示するように、支払権限が変更された旨を表示するとともに、料金の支払いができない
旨を表示してもよい。一方、出力部３１は、図３の画面Ｓ６に例示するように、一覧表示
された請求情報のうち、支払の依頼を受けた請求情報に被請求者の識別情報（例えば、名
前）を表示してもよい。
【００５１】
　さらに、権限変更要求部２２は、出力部２１に表示された請求情報に対する支払権限の
変更の取消を請求サーバ１０に行ってもよい。権限変更要求部２２は、例えば、図３に例
示する画面Ｓ４のような一覧表示画面から支払権限の変更を取り消す請求情報を特定して
もよく、図３の画面Ｓ５に例示するように、個別の情報を表示した画面から請求情報を特
定してもよい。
【００５２】
　支払権限の変更の取消をする請求情報が特定されると、出力部２１は、その請求情報を
請求サーバ１０に送信して、支払権限の変更取消要求を行う。請求サーバ１０が変更取消
要求を受信すると、権限設定部１３が、料金の支払者の設定を記憶部１１から削除し、支
払権限の変更を取り消した旨を被請求者端末２０に通知する。
【００５３】
　グループ作成依頼部２３は、被請求者の権限グループの作成依頼を請求サーバ１０に行
う。
【００５４】
　グループ参加確認部２４は、後述する支払者端末３０から被請求者の権限グループへの
参加要求を受信すると、被請求人の指示に応じて、その権限グループへの参加要求に対す
る招待情報を支払者端末３０に返信する。支払者端末３０からの参加要求の詳細は、後述
される。
【００５５】
　共通認識情報記憶部２５は、被請求者と他のユーザとの間で共通認識されている情報（
以下、共通認識情報と記す。）を記憶する。共通認識情報の例として、被請求者の氏名、
電話番号、秘密のパスワード、ペットの名前、予め定められたアプリケーションを用いて
撮影された画像（風景画像、顔画像など）などが挙げられる。ただし、被請求者と他のユ
ーザとの間で共通認識されている情報であれば、共通認識情報は、上述する内容に限定さ
れない。共通認識情報記憶部２５は、例えば、被請求者の指示に応じて共通認識情報を記
憶する。
【００５６】
　出力部２１と、権限変更要求部２２と、グループ作成依頼部２３と、グループ参加確認
部２４とは、プログラム（被請求者端末用プログラム）に従って動作するコンピュータの
ＣＰＵによって実現される。出力部２１と、権限変更要求部２２と、グループ作成依頼部
２３と、グループ参加確認部２４とは、それぞれが専用のハードウェアで実現されていて
もよい。また、共通認識情報記憶部２５は、例えば、メモリ装置や磁気ディスク装置によ
り実現される。
【００５７】
　また、出力部２１と、権限変更要求部２２と、グループ作成依頼部２３と、グループ参
加確認部２４とを含む機能がアプリケーションとして実現され、各携帯端末がこのアプリ
ケーションをアプリケーションサーバ（図示せず）からダウンロードしてインストールし
てもよい。
【００５８】
　支払者端末３０は、出力部３１と、グループ参加処理部３２と、承認諾否送信部３３と
を含む。
【００５９】
　出力部３１は、支払者の操作に必要な画面や、請求情報の内容を示す画面、被請求者端
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末２０から送信される情報などを表示する。出力部３１は、例えば、料金の支払先装置４
０が認識可能な態様で、支払権限が設定された請求情報を出力してもよい。なお、出力部
３１が出力する具体的な内容は後述される。
【００６０】
　グループ参加処理部３２は、被請求者が含まれる権限グループへ参加するための各処理
を行う。ここでは、被招待者を支払者、招待者を被請求者として説明する。グループ参加
処理部３２は、グループ参加要求部３２１と、グループ参加通知部３２２とを有する。
【００６１】
　まず、グループ参加要求部３２１は、被請求者が含まれる権限グループへの支払者の参
加要求を被請求者端末２０に対して行う。具体的には、グループ参加要求部３２１は、被
請求者端末２０に対して、支払者を識別可能な情報（以下、支払者識別情報と記す。）を
送信することで、その被請求者端末２０を利用する被請求者の権限グループへの参加要求
を行う。
【００６２】
　被請求者端末２０のグループ参加確認部２４が支払者識別情報で特定される支払者の支
払者端末３０に招待情報を返信すると、グループ参加通知部３２２は、招待情報に基づく
権限グループへの参加通知を請求サーバ１０に行う。請求サーバ１０では、権限設定部１
３によって、参加通知が行われた支払者が被請求者の権限グループに追加される。
【００６３】
　このとき、被請求者端末２０のグループ参加確認部２４は、支払者と他のユーザとの間
の共通認識情報を招待情報に含めて返信することが好ましい。グループ参加確認部２４は
、例えば、支払者識別情報で特定される支払者の支払者端末３０に対して招待情報を返信
する際、その支払者と被請求者との間の共通認識情報を共通認識情報記憶部２５から読み
取り、その共通認識情報を招待情報に含めて返信してもよい。また、グループ参加確認部
２４は、被請求者が共通認識情報と判断する入力を直接受け付け、その入力内容を招待情
報に含めて返信してもよい。
【００６４】
　このような招待情報が送信されると、出力部３１が被請求者端末２０から送信される共
通認識情報を表示する。共通認識情報は、支払権限の要求が行われるユーザ間でのみ認識
される情報と言える。そのため、このような情報を表示することで、支払者は、招待者で
ある被請求者が適切な人物であることを認識できる。
【００６５】
　また、グループ参加要求部３２１と、グループ参加通知部３２２とは、異なる通知手段
で実現されることが好ましい。具体的には、グループ参加要求部３２１を実現する装置ま
たはプログラム（アプリケーションプログラム）と、グループ参加通知部３２２を実現す
る装置またはプログラム（アプリケーションプログラム）とは、異なることが好ましい。
すなわち、被請求者端末２０への参加要求を行うグループ参加要求部３２１と、請求サー
バ１０への参加通知を行うグループ参加処理部３２２とは異なる手段で実現されることが
好ましい。
【００６６】
　このように、装置を分ける、または、同じ装置であっても使用するプログラムを分ける
ことで、グループへの参加登録に複数の承認経路を利用できるため、不正が行われること
を低減でき、安全性を向上させることが可能になる。
【００６７】
　承認諾否送信手段３３は、支払者の指示に応じて、支払権限の変更承認の問い合わせに
対する承認諾否を送信する。
【００６８】
　出力部３１と、グループ参加処理部３２（より詳しくは、グループ参加要求部３２１と
、グループ参加通知部３２２）と、承認諾否送信部３３とは、プログラム（支払者端末用
プログラム）に従って動作するコンピュータのＣＰＵによって実現される。出力部３１と
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、グループ参加処理部３２（より詳しくは、グループ参加要求部３２１と、グループ参加
通知部３２２）と、承認諾否送信部３３とは、それぞれが専用のハードウェアで実現され
ていてもよい。
【００６９】
　また、上述するように、グループ参加要求部３２１と、グループ参加通知部３２２とが
、異なるアプリケーションプログラムで実現されていることが好ましい。例えば、グルー
プ参加要求部３２１が第一のアプリケーションプログラムに従って動作するコンピュータ
のＣＰＵによって実現され、出力部３１と、グループ参加通知部３２２と、承認諾否送信
部３３とが第二のアプリケーションプログラムに従って動作するコンピュータのＣＰＵに
よって実現されてもよい。
【００７０】
　次に、本実施形態の料金収納システムの動作を説明する。図４は、本実施形態の料金収
納システムの動作例を示すフローチャートである。
【００７１】
　請求サーバ１０の請求情報送信部１２は、被請求者端末２０に請求情報を送信する（ス
テップＳ１１）。被請求者端末２０の権限変更要求部２２は、受信した請求情報について
の支払権限を支払者に変更する要求を請求サーバ１０に行う（ステップＳ１２）。請求サ
ーバ１０の権限設定部１３は、支払者端末３０に、請求情報についての支払権限の変更承
認を問い合わせる（ステップＳ１３）。支払者端末３０の承認諾否送信部３３は、支払者
の指示に応じて、変更承認の問い合わせに対する承認諾否を請求サーバ１０に送信する（
ステップＳ１４）。
【００７２】
　請求サーバ１０の権限設定部１３は、変更承認についての承諾を受信した場合に、その
承諾を送信した支払者端末３０を利用する支払者を請求情報および被請求者に関連付けて
記憶部１１に設定する。すなわち、権限設定部１３は、支払者に支払権限を設定する（ス
テップＳ１５）。そして、請求サーバ１０の請求情報送信部１２は、記憶部１１に記憶さ
れた支払権限を有する支払者の支払者端末３０に請求情報を送信する（ステップＳ１６）
。
【００７３】
　支払者端末３０の出力部３１は、料金の支払先装置４０が認識可能な態様で、受信した
請求情報を出力する（ステップＳ１７）。以降、支払先装置４０は、出力された請求情報
を認識（例えば、受信、読み取りなど）して、収納処理を行い、収納情報を請求サーバ１
０に送信する（ステップＳ１８）。そして、請求サーバ１０は受信した収納情報を事業者
サーバ５０に送信する（ステップＳ１９）。
【００７４】
　なお、図４に例示する動作例は、請求サーバ１０が請求情報を逐次送信しているが、請
求サーバ１０は、スケジュール等に基づいて一括で請求情報を送信してもよい。この場合
、まず、請求情報送信部１２は、記憶部１１を参照して、請求情報ごとに代理で支払う支
払者が存在するか否か判断する。代理で支払う支払者が存在する場合、請求情報送信部１
２は、支払権限を有する支払者の支払者端末３０に請求情報を送信する。一方、代理で支
払う支払者が存在しない場合、請求情報送信部１２は、被請求者端末２０に請求情報を送
信する。このようにすることで、将来予定されている請求情報についても、上述する処理
と同様の処理で支払権限を設定できる。
【００７５】
　以下、具体例を用いて、本実施形態の各処理を説明する。まず、権限グループにメンバ
ーを招待する処理を説明する。図５は、権限グループにメンバーを招待する処理の例を示
す説明図である。図５において、招待者は被請求者に対応し、被招待者は支払者に対応す
る。
【００７６】
　まず、招待者である母が、携帯端末（上述する被請求者端末２０に対応）を用いて、権
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限グループとして家族グループを作成する（ステップＳ３１）。その後、被招待者である
父が、携帯端末（上述する支払者端末３０に対応）を用いて、自身を識別する情報として
参加コード「ＡＢＣ１２３」（上述する支払者識別情報に対応）を発行する（ステップＳ
３２）。
【００７７】
　さらに、父は、発行した参加コードを母の携帯端末宛に連絡して、家族グループへの参
加要求を行う（ステップＳ３３）。このとき、父は、後述する参加通知を行うアプリケー
ションとは異なるアプリケーションを用いて参加コードを連絡することが好ましい。母の
携帯端末宛に連絡する方法は、例えば、父の携帯端末で二次元バーコードを表示し、母の
携帯端末でその二次元バーコードを読み取ってもらう方法でもよい。他にも、父は、お互
いの携帯端末を近づける動作（例えば、接触させる動作や、両方の端末を接近させる動作
など）で情報を送信可能なアプリケーションを用いて参加コードを連絡してもよく、近距
離無線通信が可能なアプリケーションを用いて参加コードを連絡してもよい。
【００７８】
　母は、参加コードの連絡を受けると、参加要求のあった父の携帯端末に対して、招待情
報を返信することにより、父を家族グループに招待する（ステップＳ３４）。この招待情
報には、写真など、父と母で共通認識できる情報（すなわち、共通認識情報）が含まれる
。
【００７９】
　例えば、図５に例示する画面Ｓ１１が父の携帯端末に表示されると、父は表示内容を確
認し、画面Ｓ１１の「参加する」ボタンを押下して、招待情報に基づく家族グループへの
参加通知を請求サーバ１０に行う（ステップＳ３５）。この参加通知を受け取った請求サ
ーバ１０は、母の家族グループに父を追加する。このようにすることで、母の権限グルー
プである家族グループに父が追加され、母は、父に対して支払権限の変更要求を行うこと
が可能になる。
【００８０】
　次に、代理支払を依頼してから実際に代理支払が行われるまでの処理を具体例を用いて
説明する。図６は、代理支払を行うための処理の例を示す説明図である。まず、被請求者
である母の携帯端末に請求情報の一覧が表示される。ここで、母が「１月の電気料金」を
選択して、支払者である父に代理支払を依頼する（ステップＳ４１）。
【００８１】
　代理支払の依頼が適切に行われると、母の携帯端末は、代理を依頼した請求情報に父の
名前を依頼先として表示する。一方、父の携帯端末は、依頼された請求情報を新たに表示
する。このとき、父の携帯端末は、依頼された請求情報に依頼元の母の名前を併せて表示
する。
【００８２】
　父は、支払先の店舗で代理支払を行う（ステップＳ４２）。支払を受けた店舗の端末（
支払先装置）は、父の携帯端末に対して支払完了通知を送信し（ステップＳ４３）、被請
求人である母の携帯端末に対して電子領収書を送信する（ステップＳ４４）。
【００８３】
　以上の具体例で例示するように、被請求者が代理支払用のグループ（権限グループ）を
作成してメンバーを招待する。被請求者は、グループ内のメンバーに代理支払を依頼する
と、依頼を受けた支払者が、代理支払を行い、被請求者には、電子領収書が送信される。
本実施形態の料金収納システムを利用することで、このような代理支払フローが実現され
る。
【００８４】
　以上のように、本実施形態では、請求サーバ１０の請求情報送信部１２が、被請求者端
末２０に請求情報を送信し、被請求者端末２０の権限変更要求部２２が、受信した請求情
報が示す料金の支払権限を支払者に変更する要求を請求サーバ１０に行う。請求サーバ１
０の権限設定部１３が、支払者端末３０に、請求情報が示す料金の支払権限の変更承認を



(15) JP 2016-200905 A 2016.12.1

10

20

30

40

50

問い合わせ、支払者端末３０の承認諾否送信部３３が、変更承認の問い合わせに対する承
認諾否を請求サーバ１０に送信する。請求サーバ１０の権限設定部１３は、変更承認につ
いての承諾を受信した場合に、その承諾を送信した支払者端末３０を利用する支払者を、
請求情報および被請求者に関連付けて記憶部１１に設定する。そして、請求サーバ１０の
請求情報送信部１２が、記憶部１１に設定された支払権限を有する支払者の支払者端末３
０に請求情報を送信し、支払者端末３０の出力部３１が、料金の支払先装置４０が認識可
能な態様で、受信した請求情報を出力する。よって、携帯端末を利用して料金の支払いを
行う場合に、携帯端末の授受を行うことなく、請求された料金を被請求者以外の者が被請
求者に代わって料金を収納できる。
【００８５】
　また、請求サーバ１０の処理に着目すると、本実施形態では、請求情報送信部１２が、
被請求者端末１０に請求情報を送信し、権限設定部１３が、被請求者端末２０から、その
請求情報が示す料金の支払権限を支払者に変更する要求を受信して、支払者端末３０に支
払権限の変更承認を問い合わせる。権限設定部１３は、変更承認についての承諾を支払者
端末３０から受信した場合に、その承諾を送信した支払者端末３０を利用する支払者を請
求情報に関連付けて記憶部１１に設定する。そして、請求情報送信部１２は、記憶部１１
に設定された支払権限を有する支払者の支払者端末３０に請求情報を送信する。よって、
上述するように、携帯端末を利用して料金の支払いを行う場合に、携帯端末の授受を行う
ことなく、請求された料金を被請求者以外の者が被請求者に代わって料金を収納できる。
【００８６】
　次に、本発明の概要を説明する。図７は、本発明の料金収納システムの概要を示すブロ
ック図である。本発明による料金収納システムは、被請求者が利用する携帯端末である被
請求者端末７０（例えば、被請求者端末２０）と、被請求者端末７０に請求情報を送信す
る請求サーバ８０（例えば、請求サーバ１０）と、支払者が利用する携帯端末である支払
者端末９０（例えば、支払者端末３０）とを備えている。
【００８７】
　請求サーバ８０は、請求情報に被請求者および支払権限を有する支払者を関連付けて記
憶する請求情報記憶部８１（例えば、記憶部１１）と、被請求者端末７０または支払者端
末９０に請求情報を送信する請求情報送信部８２（例えば、請求情報送信部１２）と、支
払者端末９０に、請求情報が示す料金の支払権限の変更承認を問い合わせる変更承認問合
部８３（例えば、権限設定部１３）と、支払権限を請求情報に関連付けて請求情報記憶部
８１に設定する権限設定部８４（例えば、権限設定部１３）とを含む。
【００８８】
　被請求者端末７０は、受信した請求情報が示す料金の支払権限を支払者に変更する要求
を請求サーバ８０に行う権限変更要求部７１（例えば、権限変更要求部２２）を含む。
【００８９】
　支払者端末９０は、変更承認の問い合わせに対する承認諾否を請求サーバ８０に送信す
る承認諾否送信部９１（例えば、承認諾否送信部３３）と、料金の支払先装置（例えば、
支払先装置４０）が認識可能な態様で、受信した請求情報を出力する請求情報出力部９２
（例えば、出力部３１）とを含む。
【００９０】
　請求サーバ８０の権限設定部８４は、変更承認についての承諾を受信した場合に、その
承諾を送信した支払者端末９０を利用する支払者を請求情報に関連付けて請求情報記憶部
８１に設定し、請求サーバ８０の請求情報送信部８２は、請求情報記憶部８１に設定され
た支払権限を有する支払者の支払者端末９０に請求情報を送信する。
【００９１】
　そのような構成により、携帯端末を利用して料金の支払いを行う場合に、携帯端末の授
受を行うことなく、請求された料金を被請求者以外の者が被請求者に代わって料金を収納
できる。
【００９２】
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　また、請求サーバ８０は、料金の支払権限を設定可能な権限グループを記憶するグルー
プ記憶部（例えば、記憶部１１）を含んでいてもよい。また、支払者端末９０は、被請求
者の権限グループへの支払者の参加要求を被請求者端末７０へ行うグループ参加処理部（
例えば、グループ参加要求部３２１）を含んでいてもよい。また、被請求者端末７０は、
参加要求に対する招待情報を支払者端末９０に返信するグループ参加確認部（例えば、グ
ループ参加確認部２４）を含んでいてもよい。
【００９３】
　そして、支払者端末９０のグループ参加処理部は、招待情報に基づく権限グループへの
参加通知を請求サーバに行い、請求サーバ８０の権限設定部８４は、参加通知に基づいて
支払者を被請求者の権限グループに追加し、請求サーバ８０の変更承認問合部８３は、支
払権限の変更要求で指定される支払者が被請求者の権限グループに含まれる場合に、その
支払者の支払者端末に変更承認を問い合わせてもよい。そのような構成によれば、被請求
者が支払権限を設定できる範囲を制限できる。
【００９４】
　このとき、支払者端末９０のグループ参加処理部が、被請求者端末７０への参加要求と
請求サーバ８０への参加通知とが異なる手段で実現されていることが好ましい。このよう
にすることで、グループへの参加登録に複数の承認経路を利用できるため、不正が行われ
ることを低減でき、安全性を向上させることが可能になる。
【００９５】
　また、請求サーバ８０は、支払先装置から受信する支払完了通知に応じて、被請求者端
末７０および支払者端末９０の少なくとも一方または両方に、支払結果を通知する支払通
知部（例えば、支払通知部１４）を含んでいてもよい。そのような構成により、被請求者
および支払者が、支払が完了した旨を把握できる。
【００９６】
　また、被請求者端末７０は、請求サーバ８０から送信された請求情報の一覧を選択可能
に表示する表示部（例えば、出力部２１）を含んでいてもよい。そして、被請求者端末７
０の権限変更要求部７１は、表示部に表示された請求情報の選択に応じて、選択された請
求情報が示す料金の支払権限を支払者に変更する要求を請求サーバ８０に行ってもよい。
【００９７】
　このとき、請求サーバ８０の権限設定部８４は、料金の支払者を請求情報記憶部に設定
した後、その料金の支払権限の変更を被請求者端末に通知してもよい。そして、被請求者
端末７０の表示部は、請求情報と共に支払者の識別情報を表示してもよい。
【００９８】
　また、被請求者端末７０は、被請求者の権限グループの作成を請求サーバ８０に依頼す
るグループ作成依頼部（例えば、グループ作成依頼部２３）を含んでいてもよい。そして
、請求サーバ８０の権限設定部８４は、依頼に基づいて作成した権限グループをグループ
記憶部に登録してもよい。
【００９９】
　図８は、本発明の請求サーバの概要を示すブロック図である。本発明による請求サーバ
は、被請求者が利用する携帯端末である被請求者端末（例えば、被請求者端末２０）およ
び支払者が利用する携帯端末である支払者端末（例えば、支払者端末３０）に請求情報を
送信する請求サーバ８０（例えば、請求サーバ１０）であって、請求情報記憶部８１と、
請求情報送信部８２と、変更承認問合部８３と、権限設定部８４とを備えている。なお、
図８に例示する請求サーバ８０の構成は、図７に例示する請求サーバ８０の構成と同様で
ある。
【０１００】
　そのような構成によっても、携帯端末を利用して料金の支払いを行う場合に、携帯端末
の授受を行うことなく、請求された料金を被請求者以外の者が被請求者に代わって料金を
収納できる。
【符号の説明】
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【０１０１】
　１０　請求サーバ
　１１　記憶部
　１２　請求情報送信部
　１３　権限設定部
　１４　支払通知部
　２０　被請求者端末
　２１　出力部
　２２　権限変更要求部
　２３　グループ作成依頼部
　２４　グループ参加確認部
　２５　共通認識情報記憶部
　３０　支払者端末
　３１　出力部
　３２　グループ参加処理部
　３２１　グループ参加要求部
　３２２　グループ参加通知部
　３３　承認諾否送信部
　４０　支払先装置
　５０　事業者サーバ

【図１】 【図２】



(18) JP 2016-200905 A 2016.12.1

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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